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５ 議 題 
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【開  会】 

○長岡教育長 これより、平成30年第３回教育委員会会議を開会いたします。 

 本日の会議録の署名は、佐藤淳委員と石井知子委員にお願いいたします。 

 本日は、長田正寛委員から、所用により会議を欠席される旨の連絡がござい

ました。 

 本日の議案第２号及び第３号は人事に関する事項です。 

 教育委員会会議規則第14条第２項の規定により公開しないこととしたいと存

じますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、議案第２号及び議案第３号は公開しないことといた

します。 
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【議  事】 

◎議案第１号 札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関する基本方針（案）

について 

○長岡教育長 それでは、議事に入ります。議案第１号「札幌市立小中学校の

学校規模の適正化に関する基本方針（案）について」です。事務局から説明を

お願いします。 

○学校施設担当部長 学校施設担当部長の平野でございます。 

 私から、議案第１号 札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関する基本方

針の見直し（案）についてご説明いたします。 

 本件につきましては、これまでも附属機関である札幌市立小中学校適正配置

審議会でのご審議のほか、さまざまな形で教育委員会委員の皆様方にもご議論、

ご検討をいただいたところです。 

 今後、パブリックコメントを実施し市民意見を聴取することから、その実施

に先立ち、教育委員会としての見直し（案）を確定させるため、本日議案とし

て提出するものでございます。 

 それでは、概要版資料を使って内容をご説明いたしますので、Ａ３判２枚組

の資料をご覧ください。 

 まず１枚目の左側１の基本方針についてです。 

 この基本方針は札幌市立の小中学校において、学校の小規模化による教育面

や学校運営面の課題を解消し、子どもたちにとってよりよい教育環境を整える

ために実施する学校規模適正化の取組の基本となるものです。 

 ２、札幌市の児童生徒数・学校規模の現状についてです。 

 札幌市の児童生徒数は、昭和60年度の約21万人をピークに年々減少し、平成

29年度にはピーク時の３分の２以下、約13万人にまで減少しております。さら

に今後も児童生徒数の減少は続くことが見込まれております。 

 ３、学校規模適正化の必要性についてです。 

 子どもたちが多様な人間関係の中で切磋琢磨しながら、協調性や自発性、公

正な判断力等を養うためには、一定以上の学校規模が望ましく、学校規模の適

正化はそのための教育環境づくりであります。ほかにも、四角の枠の中に書い

ておりますが、学校の小規模化によって、さまざまな課題が生じる場合がある

ことから、これらの課題を解消し、子どもたちにとってよりよい教育環境を整

えるためにも、学校規模の適正化を進める必要があります。 

 ４、適正な学校規模についてです。 

 札幌市では、教育面や学校運営面から総合的に検討し、小学校は18学級から

24学級、少なくとも12学級以上、同じく中学校では12学級から18学級、少なく
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とも６学級以上を適正な学校規模としております。 

 資料の右側に移りまして、５、これまでの成果と課題です。 

 基本方針の策定以降、これまで学校規模適正化の取組を実施した全19校のう

ちの11校において取組が完了しております。 

 統合校で実施したアンケートにおいても、８割以上の保護者から、統合後の

子どもたちの人間関係や学習意欲の変化について肯定的な回答をいただくなど、

教育面の効果も上がっているところです。 

 そのため、今後も学校規模適正化の取組を進めていくべきと考えております

が、より効果的に進めていくためには、以下のような課題やその他情勢の変化

に対応する必要が生じております。 

 課題の一つ目は少子化に伴う小規模校の増加です。 

 これまでに11校で取組が完了した一方、小規模校の増加が学校規模適正化の

取組の速度を上回っており、今後もさらなる増加が見込まれております。 

 また、これまでの基本方針では検討対象とならない地理的に校区が隣接して

いない小規模校や、統合を実施すると徒歩や公共交通機関では通学が困難とな

る小規模校におきましても、小規模校が抱える教育面や学校運営面の課題は同

じであるため、今後はこれらの学校や地域においても取組を検討する必要があ

ります。 

 課題の二つ目は、小規模校検討委員会の検討期間の長期化と参加者負担の増

大です。取組に当たりましては、取組地域ごとに保護者や地域の方々、学校関

係者などから構成される小規模校検討委員会を設置しておりますが、統合校の

位置などの重要事項を初めから検討していることに加えまして、取組地域の状

況が複雑化していることから、検討期間が長期化し、検討委員会に参加してい

る方々の負担が大きくなっております。 

 これらの課題を踏まえまして、６、見直しの方向性と内容、７、新たな学校

規模適正化の推進方策につきましては、別表として２枚目にまとめております

ので、ご覧ください。 

 まず、このたびの基本方針の見直しにつきましては、未来を担う子どもたち

にとってよりよい教育環境を整えるため、これまでの適正な学校規模の考え方

や基準は維持したまま、次の三つの方向性に基づいて見直しを行っております。 

 一つ目が、学校規模適正化の取組対象校を拡大する。 

 二つ目は、少子化に伴う小規模校の増加に対応するため、学校規模適正化の

取組を加速させる。 

 三つ目は、札幌市全体における公共施設の複合化の取組など、学校を取り巻

く情勢の変化と基本方針の適応を図る。 

 以上を見直しの方向性としております。 
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 そして、具体的な見直し内容は、下の新旧対照表に書いております。 

 まず、適正な学校規模につきましては、先ほどご説明しましたとおり、これ

までの基準を引き継いでおります。 

 次に取組の対象校ですが、地理的に校区が隣接していない小学校区におきま

しても、小規模校が抱える教育面や学校運営面の課題は同じであるため、校区

が隣接しているという条件を削除し、適正な学校規模を下回る全ての学校を対

象としております。 

 取組地域の設定については、おおむね５年ごとに定めていた地域選定プラン

によることなく、順次、取組地域を設定することで取り組みを加速させるとと

もに、設定に当たっては、取組を希望する地域からの意見や提案も考慮してま

いります。 

 検討体制については、実態に合わせて名称を変更するとともに、検討の際の

たたき台となる案を教育委員会がお示しすることで、検討のポイントを明確に

し、参加者負担の軽減を図ることとしております。 

 通学区域につきましては、これまでどおり徒歩通学を大原則とし、それを超

える場合も公共交通機関による通学を原則としつつも、それでも通学が困難な

地域においてはスクールバスその他の手段も検討することとしております。 

 学校施設については、札幌市市有建築物の配置基本方針に基づき小学校の改

築や改修が伴う場合は児童会館などとの複合化を検討するとともに、計画的に

進めている学校の改築や改修にも配慮しながら取組地域を設定してまいります。 

 最後に、その他配慮事項等として、赤字で書いておりますが、使用しなくな

る施設の跡活用検討と他の教育施策との整合を図っていくことについて、新た

な配慮事項として盛り込んでおります。 

 大変駆け足ではありますが、以上が見直しの具体的内容となります。 

 最後に今後の予定ですが、本件について市関係部局との調整は既に終了して

おり、冒頭でも触れましたとおり、今後は２月15日に開催の市議会文教委員会

において報告を行った後、パブリックコメントを実施して市民の皆様方からの

ご意見を募ります。 

 そして、パブリックコメントの結果を受けて、年度明け４月中に基本方針と

して策定、公表する予定となっております。 

 私からの説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○長岡教育長 ありがとうございました。議案第１号ですが、ただ今の説明に

対して、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

○池田委員 方針の見直しの中で、ご説明に使っていただいたＡ３判横の２枚
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目の真ん中の検討体制のところで教育委員会が示す案を基にと入ったのが非常

に大きいと思います。もちろん取組が順調にいっている場合はよろしいと思い

ますが、例えば地域の方たちから教育委員会が示す案について、もっとこうい

うふうにしたい、こういう形にしたいという声が出てくることは当然想定され

ると思います。現実的には、このように教育委員会がある程度案を示すことは、

これまでの長期化したり携わる方たちの負担が重くなったりということを考え

ると適切だと思うのですが、教育委員会、行政の側からの上意下達にならない

ようにということだけはぜひお願いしたいと思いますし、そういう趣旨ではな

いということを一応確認しておきたいと思いました。 

○学校施設担当部長 ありがとうございます。 

○長岡教育長 これは、案ということで、地域の方のお話も十分に伺って、い

ろいろな考えの中でまた内容が充実していくこともあり得ます。よろしくお願

いしたいと思います。ほかにございますか。 

○佐藤委員 もう何度か検討してきたものですので、この案に自信をもって、

臆せずに進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○学校施設担当部長 ありがとうございます。 

○長岡教育長 ほかはございますか。それでは、議案第１号については、提案

どおり決定するということでよろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○長岡教育長 それでは、議案第１号については、提案どおり決定することに

したいと思います。 

 議案第２号以降は、公開しないことといたしますので、傍聴の方は退席をお

願いいたします。

〔傍聴者は退席〕


